
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路面をタイヤが転動する際のタイヤの変形量を算出するタイヤ変形量算出方法であって
、
　転動中のタイヤの 少なくともタイヤ１
回転分の加速度の計測データを取得する取得ステップと、
　取得した加速度の計測データから タイヤの変形に基づく加
速度の時系列データを抽出する信号処理ステップと、
　前記タイヤの変形に基づく加速度の時系列データに対して２階の時間積分を行って変位
データを求めることにより、タイヤの前記所定の部位における変形量を算出する変形量算
出ステップと、を有することを特徴とするタイヤ変形量算出方法。
【請求項２】
　 前記取得ステップではタイヤのトレ
ッド部の加速度を取得し、前記変形量算出ステップではタイヤのトレッド部における変形
量を算出する に記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項３】
　前記タイヤのトレッド部の周上の領域を、路面と接する接地領域を含む第１の領域とこ
れ以外の第２の領域とに分け、
　前記信号処理ステップでは、前記第２の領域の加速度の計測データを近似することによ
り、前記第１の領域上及び前記第２の領域上で定められる第１の近似曲線を算出し、前記
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所定の部位に加速度センサを配置して得られる、

背景成分を除去することで、

前記所定の部位は前記タイヤのトレッド部であり、

請求項１



取得ステップで取得した加速度の波形からこの第１の近似曲線を差し引くことにより、前
記第１の領域及び前記第２の領域におけるタイヤの変形量に基づく加速度の時系列データ
を抽出
【請求項４】
　前記第１の近似曲線は、前記第２の領域中に複数個の節点を設けて、前記第２の領域に
加えて前記第１の領域における前記加速度の計測データを近似した曲線である請求項 に
記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項５】
　前記第１の近似曲線は、前記第１の領域の加速度の時系列データと前記第２の領域の加
速度の時系列データに重み係数を与えて算出したものであり、しかも、前記第１の領域の
加速度の時系列データに比べて前記第２の領域の加速度の時系列データの重み係数を大き
くして、前記第１の領域及び前記第２の領域における前記加速度の時系列データを近似し
た曲線である請求項３又は４に記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項６】
　前記第２の領域は、前記タイヤの接地領域の中心位置を基準として周方向の角度の絶対
値が少なくとも６０度以上の領域である請求項３～５のいずれか１項に記載のタイヤ変形
量算出方法。
【請求項７】

【請求項８】
　前記第２の近似曲線は、前記第４の領域中に複数個の節点を設けて、前記第４の領域に
加えて前記第３の領域における前記変位データを近似した曲線である に記載のタ
イヤ変形量算出方法。
【請求項９】
　前記第２の近似曲線は、前記第３の領域の前記変位データと前記第４の領域の前記変位
データに重み係数を与えて最小二乗法により算出したものであり、しかも、前記第３の領
域の変位データに比べて前記第４の領域の変位データの重み係数を大きくして、前記第３
の領域及び前記第４の領域における変位データを近似した曲線である に
記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項１０】
　前記加速度の計測データは、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加速度の
データ、タイヤの周方向の加速度のデータ、及びタイヤの幅方向の加速度のデータのうち
、少なくとも１つである請求項１～９のいずれか１項に記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項１１】

【請求項１２】
　前記加速度の計測データは、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加速度の
データ、または、このラジアル方向の加速度のデータに加えてタイヤの周方向の加速度の
データを含むものであり、さらに、前記タイヤの変形量は、タイヤのトレッド部のラジア
ル方向及び周方向の変形量、若しくはラジアル方向の変形量であり、この変形量から前記
タイヤの転動中の接地長を算出する のいずれか１項に記載のタイヤ変形量
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することを特徴とする請求項２に記載のタイヤ変形量算出方法。

３

　前記タイヤのトレッド部の周上の領域を、路面との接地領域を含む第３の領域とこれ以
外の第４の領域とに分け、
　前記変形量算出ステップでは、前記第４の領域の前記変位データを近似することにより
、前記第１の領域上及び前記第２の領域上で定められる第２の近似曲線を算出し、前記変
位データの波形からこの第２の近似曲線を差し引くことにより、タイヤの変形量を算出す
る請求項３～６のいずれか１項に記載のタイヤ変形量算出方法。

請求項７

請求項７または８

　前記加速度の計測データは、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加速度の
データ、または、このラジアル方向の加速度のデータに加えてタイヤの周方向の加速度の
データを含むものであり、前記信号処理ステップでは、前記背景成分として、タイヤの転
動中の遠心力の加速度成分および重力加速度成分を少なくとも除去することを特徴とする
請求項１～１０のいずれか１項に記載のタイヤ変形量算出方法。

請求項１～１１



算出方法。
【請求項１３】
　前記加速度の計測データが、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加速度の
データである場合、前記接地長の算出の際、タイヤの変形に基づく加速度の時系列データ
が加速度０を横切る２つの位置を求め、この２つの位置をタイヤの接地領域の前端及び後
端に対応する位置として前記接地長を算出する に記載のタイヤ変形量算出方法
。
【請求項１４】
　前記接地長の算出の際に用いられるタイヤの変形に基づく加速度の時系列データは、前
記変形量算出ステップにて算出された変形量を時間に関して２階微分して得られた加速度
の時系列データである に記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項１５】
　前記変形量算出ステップで求められた変位データからタイヤの変形形状を求め、このタ
イヤの変形形状におけるタイヤの最下点からタイヤの上方向に所定の距離離れた直線を横
切る位置をタイヤの接地領域の前端及び後端の位置として前記接地長を算出する

に記載のタイヤ変形量算出方法。
【請求項１６】
　路面上をタイヤが転動する際のタイヤの変形量を算出するタイヤ変形量算出装置であっ
て、
　転動中のタイヤの 少なくともタイヤ１
回転分の加速度の計測データを取得するデータ取得部と、
　取得した加速度の計測データから タイヤの変形に基づく加
速度の時系列データを抽出する信号処理部と、
　前記タイヤの変形に基づく加速度の時系列データに対して２階の時間積分を行って変位
データを求めることにより、タイヤの所定の部位における変形量を算出する変形量算出部
と、を有することを特徴とするタイヤ変形量算出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路面を転動するタイヤの所定の部位における周上の変形量を、タイヤの所定
の部位に設けた加速度センサ等からの加速度の計測データを用いて算出するタイヤ変形量
算出方法及びタイヤ変形量算出装置に関し、特に、路面を転動するタイヤのトレッド部の
周上の変形量を、タイヤのトレッド部に設けた加速度センサ等からの加速度の計測データ
を用いて算出するタイヤ変形量算出方法及びタイヤ変形量算出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、転動中のタイヤのトレッド部における周上の変形量の分布（タイヤのトレッ
ド部の変形形状）や接地長は、有限要素モデルを用いて転動中のタイヤのシミュレーショ
ンを行って取得されてきた。この取得方法では、有限要素モデルの作成に要する時間やシ
ミュレーションの演算時間の点から短時間にトレッド部の変形形態や接地長を取得するこ
とができなかった。このため、転動中の接地長や変形形状を非転動中の接地長やタイヤの
変形形状で代用していた。
　しかし、転動中のタイヤの接地長や接地形状に影響を与えるタイヤの周上の変形形状は
、タイヤ性能に極めて影響を与えるものであるため、転動中のタイヤの計測により接地長
や変形形状を取得し、タイヤ性能を判断することが従来より求められていた。
【０００３】
　一方、下記特許文献１～３では、加速度センサをタイヤに取り付けて、転動中のタイヤ
の加速度の計測データを取得し、この取得した計測データからパワースペクトルや振動ス
ペクトルを求めて転動中の路面状態を推定する方法、またラジアル方向の加速度の計測デ
ータからトレッド部が路面に接触するタイミングを判定する方法等が開示されている。
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請求項１２

請求項１３

請求項１
２

所定の部位に加速度センサを配置して得られる、

背景成分を除去することで、



　しかし、特許文献１～３では、加速度の計測データを用いて路面状態を推定できるもの
の、この計測データから、転動中のタイヤの変形形状や接地長を算出することができない
。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３４０８６３号公報
【特許文献２】特開２００３－１８２４７６号公報
【特許文献３】特表２００２－５１１８１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は、路面を転動する際のタイヤの変形量を、タイヤの所定の部位におけ
る加速度の計測データを用いて算出するタイヤ変形量算出方法及びタイヤ変形量算出装置
、特に、路面を転動する際のタイヤの変形量を、タイヤのトレッド部における加速度の計
測データを用いて算出するタイヤ変形量算出方法及びタイヤ変形量算出装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、路面をタイヤが転動する際のタイヤの変形量を
算出するタイヤ変形量算出方法であって、転動中のタイヤの

少なくともタイヤ１回転分の加速度の計測データを取得する取得ステ
ップと、取得した加速度の計測データから タイヤの変形に基
づく加速度の時系列データを抽出する信号処理ステップと、前記タイヤの変形に基づく加
速度の時系列データに対して２階の時間積分を行って変位データを求めることにより、タ
イヤの前記所定の部位における変形量を算出する変形量算出ステップと、を有することを
特徴とするタイヤ変形量算出方法を提供する。
【０００７】
　 前記取得ステップではタイヤ
のトレッド部の加速度を取得し、前記変形量算出ステップではタイヤのトレッド部におけ
る変形量を算出することが好ましい。その際、前記タイヤのトレッド部の周上の領域を、
路面と接する接地領域を含む第１の領域とこれ以外の第２の領域とに分け、前記信号処理
ステップでは、前記第２の領域の加速度の計測データを近似することにより、前記第１の
領域上及び前記第２の領域上で定められる第１の近似曲線を算出し、前記取得ステップで
取得した加速度の波形からこの第１の近似曲線を差し引くことにより、前記第１の領域及
び前記第２の領域におけるタイヤの変形量に基づく加速度の時系列データを抽出

【０００８】
　また、前記第１の近似曲線は、前記第２の領域中に複数個の節点を設けて、

における前記加速度の計測データを近似した曲線であること
が好ましい。前記第１の近似曲線は、前記第１の領域の加速度の時系列データと前記第２
の領域の加速度の時系列データに重み係数を与えて算出したものであり、しかも、前記第
１の領域の加速度の時系列データに比べて前記第２の領域の加速度の時系列データの重み
係数を大きくして、前記第１の領域及び前記第２の領域における前記加速度の時系列デー
タを近似した曲線であることが好ましい。
【０００９】
　また、前記第２の領域は、前記タイヤの接地領域の中心位置を基準として周方向の角度
の絶対値が少なくとも６０度以上の領域であることが好ましい。
【００１０】
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所定の部位に加速度センサを
配置して得られる、

背景成分を除去することで、

なお、前記所定の部位は前記タイヤのトレッド部であり、

すること
が好ましい。

前記第２の
領域に加えて前記第１の領域

また、前記タイヤのトレッド部の周上の領域を、路面との接地領域を含む第３の領域と
これ以外の第４の領域とに分け、前記変形量算出ステップでは、前記第４の領域の前記変
位データを近似することにより、前記第１の領域上及び前記第２の領域上で定められる第



また、前記第２の近似曲線は、前記第
４の領域中に複数個の節点を設けて、前記第３の領域及び前記第４の領域における前記変
位データを近似した曲線であることが好ましい。
　さらに、前記第２の近似曲線は、前記第３の領域の前記変位データと前記第４の領域の
前記変位データに重み係数を与えて最小二乗法により算出したものであり、しかも、前記
第３の領域の変位データに比べて前記第４の領域の変位データの重み係数を大きくして、
前記第３の領域及び前記第４の領域における変位データを近似した曲線であることが好ま
しい。
【００１１】
　前記加速度の計測データは、例えば、前記タイヤのトレッド部に加速度センサを配置し
て得られるデータである。
　また、前記加速度の計測データは、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加
速度のデータ、タイヤの周方向の加速度のデータ、及びタイヤの幅方向の加速度のデータ
のうち、少なくとも１つであることが好ましい。

　また、前記加速度の計測データは、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加
速度のデータ及びタイヤの周方向の加速度のデータの少なくとも一方のデータであり、さ
らに、前記タイヤの変形量は、タイヤのトレッド部のラジアル方向及び周方向の変形量、
若しくはラジアル方向の変形量であり、この変形量から前記タイヤの転動中の接地長を算
出することが好ましい。
【００１２】
　さらに、本発明は、路面上をタイヤが転動する際のタイヤの変形量を算出するタイヤ変
形量算出装置であって、転動中のタイヤの

少なくともタイヤ１回転分の加速度の計測データを取得するデータ取得部と、取得した
加速度の計測データから タイヤの変形に基づく加速度の時系
列データを抽出する信号処理部と、前記タイヤの変形に基づく加速度の時系列データに対
して２階の時間積分を行って変位データを求めることにより、タイヤの所定の部位におけ
る変形量を算出する変形量算出部と、を有することを特徴とするタイヤ変形量算出装置を
提供する。
【００１３】
　さらに、本発明は、路面をタイヤが転動する際のタイヤの変形量を算出するタイヤ変形
量算出装置であって、転動中のタイヤの所定の部位における、少なくともタイヤ１回転分
の加速度の計測データを取得するデータ取得部と、取得した加速度の計測データから、タ
イヤの変形に基づく加速度の時系列データを抽出する信号処理部と、前記タイヤの変形に
基づく加速度の時系列データに対して２階の時間積分を行って変位データを求めることに
より、タイヤの所定の部位における変形量を算出する変形量算出部と、を有することを特
徴とするタイヤ変形量算出装置を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、路面を転動する際のタイヤの変形量を、タイヤの所定の部位、例えばトレッ
ド部における加速度の計測データを用いて算出することができる。
　タイヤの所定の部位がトレッド部である場合、タイヤのトレッド部の周上の領域を、路
面との接地領域を含む第１の領域とこれ以外の第２の領域とに分け、第２の領域の加速度
の計測データを近似した第１の近似曲線を算出することにより、タイヤの転動による遠心
力（向心力）の加速度成分及び重力加速度成分を含む背景成分を効率よく求めることがで
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２の近似曲線を算出し、前記変位データの波形からこの第２の近似曲線を差し引くことに
より、タイヤの変形量を算出することが好ましい。

　また、前記加速度の計測データは、タイヤの周方向に対して直交するラジアル方向の加
速度のデータ、または、このラジアル方向の加速度のデータに加えてタイヤの周方向の加
速度のデータを含むものであり、前記信号処理ステップでは、前記背景成分として、タイ
ヤの転動中の遠心力の加速度成分および重力加速度成分を少なくとも除去することも好ま
しい。

所定の部位に加速度センサを配置して得られる
、

背景成分を除去することで、



きる。特に、第１の近似曲線は、第２の領域中に複数個の節点を設けて、第１の領域及び
第２の領域における加速度の時系列データを近似するので、また、第１の近似曲線は、第
１の領域の加速度の時系列データに対して第２の領域の加速度の時系列データに大きな重
み係数を与えて算出されるので、背景成分をより正確に求めることができる。
【００１５】
　さらに、タイヤのトレッド部の周上の領域を、路面との接地領域を含む第３の領域とこ
れ以外の第４の領域とに分け、第４の領域の の時系列データを近似した第２の近似曲
線を算出することにより、タイヤの変形量がタイヤの回転に伴って周期的に変化するよう
に背景成分を求めることができる。特に、第２の近似曲線は、第４の領域中に複数個の節
点を設けて、第３の領域及び第４の領域における変位データを近似するので、また、第２
の近似曲線は、第３の領域の加速度の時系列データに対して第４の領域の加速度の時系列
データに大きな重み係数を与えて算出されるので、背景成分をより正確に求めることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明のタイヤ変形量算出方法及びタイヤ変形量算出装置について、添付の図面
に示される好適実施例を基に詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、本発明に係るタイヤ変形量算出方法を実施する本発明に係るタイヤ変形量算出
装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
　以下に示す形態は、タイヤのトレッド部の内周面の加速度を計測して計測データを得て
いるが、本発明においては、トレッド部の加速度の計測データに限定されない。トレッド
部内部やベルト部等における加速度の計測データであってもよい。
　図１に示すタイヤ変形量算出装置１０は、タイヤ１のトレッド部における加速度の計測
データを用いて、タイヤの変形量を算出する装置である。タイヤ１のトレッド部の加速度
は、タイヤの空洞領域の内周面に固定した加速度センサ２で検知され、アンプ４で増幅さ
れた加速度の計測データである。加速度センサ２による計測データは、転動するタイヤに
設けられた図示されない送信機から受信機３へ送信されてアンプ４で増幅されたデータで
ある。例えば、タイヤに組まれたホイールに送信機を設け、加速度センサからのデータを
この送信機から受信機３へデータを送信してもよいし、加速度センサ２に別途送信機能を
持たせ、加速度センサ２から受信機３へ送信するように構成してもよい。また、ホイール
に加速度センサ２のデータを増幅するアンプを送信機とともに設け、受信機で受信したデ
ータをタイヤ変形量算出装置１０に供給する構成とすることもできる。
【００１８】
　加速度センサ２は、例えば、本願出願人が先に出願した特願２００３－１３４７２７号
に開示された半導体加速度センサが例示される。半導体加速度センサは、具体的には、Ｓ
ｉウエハ外周枠部内にダイアフラムが形成されたＳｉウエハと、このウエハ外周枠部を固
定する台座とを有し、ダイアフラムの一方の面の中央部に重錘が設けられ、ダイアフラム
には複数のピエゾ抵抗体が形成されている。この半導体加速度センサに加速度が作用した
場合、ダイアフラムは変形し、この変形によりピエゾ抵抗体の抵抗値は変化する。この変
化を加速度の情報として検出できるようにブリッジ回路が形成されている。
　この加速度センサをタイヤ内周面に固定することにより、タイヤ回転中のトレッド部に
作用する加速度を計測することができる。
　加速度センサ２は、この他にピエゾ圧電素子を用いた加速度ピックアップを用いてもよ
いし、歪みゲージを組み合わせた歪みゲージタイプの加速度ピックアップを用いてもよい
。
　加速度センサの計測データは加速度センサに設けられた送信機から送信してもよい。
【００１９】
　アンプ４で増幅された加速度の計測データが供給されるタイヤ変形量算出装置１０は、
データ取得部１２、信号処理部１４、変形量算出部１６及びデータ出力部１８を有する。
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これらの各部位は、コンピュータ上で機能するサブルーチンやサブプログラムで規定され
ている。すなわち、ＣＰＵ２０及びメモリ２２を有するコンピュータ上でソフトウェアを
実行することにより、上記各部位が機能することによってタイヤ変形量算出装置１０が構
成される。
　また、本発明のタイヤ変形量算出装置は、コンピュータの替わりに、各部位の機能を専
用回路によって構成した専用装置であってもよい。
【００２０】
　データ取得部１２は、アンプ４で増幅された少なくともタイヤ１回転分の加速度の計測
データを入力データとして取得する部分である。アンプ４から供給されるデータは、アナ
ログデータであり、このデータを所定のサンプリング周波数でサンプリングしてデジタル
データに変換する。
【００２１】
　信号処理部１４は、デジタル化された加速度の計測データから、タイヤの変形に基づく
加速度の時系列データを抽出する部位である。信号処理部１４では、加速度の計測データ
に対して平滑化処理を行い、この平滑化された信号に対して近似曲線を算出して背景成分
１を求め、この背景成分１を平滑化処理された加速度の計測データから除去することによ
り、タイヤの変形に基づく加速度の時系列データを抽出する。具体的な処理は後述する。
【００２２】
　変形量演算部１６は、抽出されたタイヤの変形に基づく加速度の時系列データに対して
２階の時間積分を行って変位データを求めることにより、タイヤの変形量を算出する部位
である。タイヤの変形に基づく加速度の時系列データに対して時間に関する２階積分を行
い、この後、２階積分して得られたデータに対して近似曲線を算出して背景成分２を求め
、この背景成分２を、２階積分して得られた変位データから除去することにより、タイヤ
の変形量を算出する。さらに、この後、算出されたタイヤの変形量のデータに対して時間
に関する２階微分を行ってタイヤの変形量に対応した加速度のデータ、すなわち、ノイズ
成分を含まないタイヤの変形に基づく加速度の時系列データを算出する。具体的な処理は
後述する。
【００２３】
　データ出力部１８は、算出されたタイヤの変形量及びタイヤの変形に基づく加速度の時
系列データから、タイヤの接地長やトレッド部の変形形状を求め出力データとする部分で
ある。得られた出力データは、ディスプレイ２４に送られ、グラフ表示等に供される。
【００２４】
　図２は、このようなタイヤ変形量算出装置１０にて行われるタイヤ変形量算出方法を示
すフローチャートである。図３（ａ）～（ｄ）及び図４（ａ）～（ｃ）は、タイヤ変形量
算出方法の各処理で得られる結果の一例を示している。これらの結果は、いずれも加速度
センサ２のうち、タイヤのラジアル方向（半径方向）の加速度の計測データから、ラジア
ル方向のタイヤのトレッド部の変形量を算出する場合の結果である。
　本発明は、タイヤのラジアル方向の加速度の計測データを用いてタイヤのトレッド部の
ラジアル方向の変形量を算出する場合に限らず、タイヤの周方向又は幅方向の加速度の計
測データから、周方向又は幅方向の変形量を算出することもできる。さらに、タイヤの周
方向及び幅方向の加速度の計測データを同時に取得してこの２つのデータから、周方向及
び幅方向の変形量を同時に算出することもできる。
【００２５】
　まず、アンプ４で増幅された加速度がデータ取得部１２に供給され、所定のサンプリン
グ周波数にてサンプリングされて、デジタル化した計測データが取得される（ステップＳ
１００）。
　次に、取得された計測データは、信号処理部１４に供給され、まず、フィルタによる平
滑化処理が行われる（ステップＳ１０２）。図３（ａ）に示すように、信号処理部１４に
供給された計測データはノイズ成分が多く含まれるため、平滑化処理により、図３（ｂ）
に示すように滑らかなデータとされる。フィルタは、例えば、所定の周波数をカットオフ
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周波数とするデジタルフィルタが用いられる。カットオフ周波数は、転動速度やノイズ成
分によって変化するが、例えば転動速度が６０（ｋｍ /時）の場合、カットオフ周波数は
、０．５～２（ｋ Hz）とされる。この他に、デジタルフィルタの替わりに、移動平均処理
やトレンドモデル等を用いて平滑化処理を行ってもよい。
　図３（ｂ）に示す時系列のグラフでは横軸に時間軸を採るとともに、同時にタイヤの周
上位置をθ (度 )で表している。タイヤの周上位置θ (度 )は、図１に示すようなタイヤの接
地面の中心位置（θ＝１８０度）に対して対向する点Ｏ (図１参照 )を基準とする角度であ
る。このような周上位置θ (度 )は、タイヤに記されたマークを図示されないマーク検知手
段で検知することにより、マークの周上の位置と加速度センサ２の周上位置との相対位置
関係から、転動中のタイヤの周上位置θ (度 )を定めることができる。また、時系列のグラ
フにおいて、極小値の位置を基準として、この位置を接地面の中心位置（θ＝１８０度）
として転動中のタイヤの周上位置θ (度 )を定めてもよい。
　図３（ｂ）において接地面の中心位置はθ＝１８０度、５４０度及び９００度に該当し
、図３（ｂ）ではタイヤの略３周分の加速度の計測データが示されている。
【００２６】
　次に、平滑処理された加速度の計測データから背景成分１が算出される (ステップＳ１
０４ )。
　ラジアル方向の加速度の背景成分１は、タイヤの転動中の遠心力（向心力）の加速度成
分及び重力加速度成分を含む（なお、周方向の加速度の背景成分においても、これらの成
分を含む）。図３（ｃ）では背景成分１の波形が点線で示されている。この背景成分１は
、接地面の中心位置θ＝１８０度、５４０度及び９００度のそれぞれを中心として、絶対
値で０以上９０度未満の角度の範囲を除いた周上の領域（第２の領域）で加速度の計測デ
ータに近似するように求められる。
【００２７】
　具体的に説明すると、タイヤの周上の領域を、路面接地領域を含む第１の領域とこれ以
外の第２の領域とに分け、第１の領域として、θ＝９０度より大きく２７０度未満、４５
０度より大きく７２０度未満、８１０度より大きく９８０度未満の領域を定め、第２の領
域として、θ＝０以上９０度以下及び２７０度以上３６０度以下、３６０度以上４５０度
以下及び６３０度以上７２０度以下、７２０度以上８１０度以下及び９８０度以上１０７
０度以下の領域を定める。背景成分１は、上記第２の領域中の複数の周上位置（θ又はθ
に対応する時間）を節点として用いて、予め定められた関数群、例えば３次のスプライン
関数を用いて、第１の領域及び第２の領域のデータに対して最小二乗法により第１の近似
曲線を算出することによって求める。節点は、スプライン関数の局所的な曲率（屈曲性）
を規定する横軸上の拘束条件を意味する。図３（ｂ）の例では、図３（ｂ）中の「△」で
示される位置、すなわちθ＝１０，３０，５０，７０，９０，２７０，２９０，３１０，
３３０，３５０，３７０，３９０，４１０，４３０，４５０，６３０，６５０，６７０，
６９０，７１０，７３０，７５０，７７０，７９０，８１０，９９０，１０１０，１０３
０，１０５０，１０７０度における時間を節点としている。
【００２８】
　図３（ｂ）に示すデータに対して、上記節点を有する３次のスプライン関数で関数近似
を行うことにより、図３（ｃ）において点線で示される近似曲線が算出される。関数近似
する際、第１の領域には節点はなく、第２の領域の複数の節点のみを用いて関数近似を行
い、かつ関数近似に際して行う最小二乗法では重み係数を用いる。この重み係数は、第２
の領域の重み係数を１とすると、第１の領域の重み係数は０．０１に設定されて処理が行
われる。このように背景成分１を算出する際、第１の重み係数を第２の重み係数に対して
小さくし、かつ第１の領域に節点を定めないのは、第１の近似曲線を、主に第２の領域に
おける加速度の計測データから算出するためである。第２の領域では、トレッド部の接地
による変形が小さくかつその変形は周上で滑らかに変化するため、タイヤの転動中の加速
度は遠心力（向心力）の加速度成分及び重力加速度成分が支配的である。これに対し、第
１の領域では、タイヤのトレッド部は接地変形に基づいて大きくかつ急激に変化する。こ
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のため接地変形に基づく加速度成分の変化が、タイヤの回転に基づく遠心力（向心力）の
加速度成分及び重力加速度成分の変化に比べて大きくなる。すなわち、第２の領域の加速
度の計測データは、概略、タイヤの転動中の遠心力（向心力）の加速度成分及び重力加速
度成分であり、第２の領域の加速度の計測データを主に用いて第１の近似曲線を算出する
ことで、第２の領域のみならず、第１の領域におけるタイヤの転動中の遠心力（向心力）
の加速度成分及び重力加速度成分を精度よく推定することができる。
　なお、図３（ｃ）では、接地中心位置（θ＝１８０，５４０，９００度）を中心として
絶対値で０以上９０度未満の角度の範囲を第１の領域としたが、本発明における第１の領
域は、接地中心位置から少なくとも絶対値で０以上６０度未満の角度の範囲であればよい
。
【００２９】
　次に、算出された背景成分１を表す第１の近似曲線を、ステップＳ１０２で処理された
加速度の計測データから差し引くことで、計測データからタイヤの回転に基づく加速度成
分及び重力加速度成分が除去される (ステップＳ１０６ )。図３（ｄ）には、除去後の加速
度の時系列データが示されている。これにより、タイヤのトレッド部の接地変形に基づく
加速度の成分を抽出することができる。
【００３０】
　次に、算出された、接地変形に基づく加速度の時系列データは、変形量算出部１６にお
いて２階の時間積分が施され、変位データが生成される (ステップＳ１０８ )。
　なお、積分の対象となる加速度のデータには通常ノイズ成分を含むので、２階積分を行
うとノイズ成分も同時に積分され、精度の高い変位データを求めることはできない。図４
（ａ）は、図３（ｃ）の加速度の時系列データを時間に関して２階積分した結果である。
図４（ａ）に示されるように、時間と共に変位が増大していることが見られる。これは、
積分の対象となる加速度の時系列データにノイズ成分を含み、積分により積算されていく
からである。一般に、定常状態で転動するタイヤのトレッド部の注目する一点の変形量又
は変位を観察した場合、タイヤの回転周期を単位として周期的な変化を示す。したがって
、時間と共に変位が増大することは通常ありえない。
　そこで、２階の時間積分が施されて得られた変位データが、タイヤの回転周期を単位と
して周期的な変化を示すように、この変位データに対して以下の処理が行われる。
【００３１】
　すなわち、ステップＳ１０４において、背景成分１を算出した方法と同様に、変位デー
タに含まれるノイズ成分を背景成分２として算出する（ステップＳ１１０）。
　具体的に説明すると、タイヤの周上の領域を、路面との接地領域を含む第３の領域とこ
れ以外の第４の領域とに分け、第３の領域として、θ＝９０度より大きく２７０度未満、
４５０度より大きく７２０度未満、８１０度より大きく９８０度未満の領域を定め、第４
の領域として、θ＝０以上９０度以下及び２７０度以上３６０度以下、３６０度以上４５
０度以下及び６３０度以上７２０度以下、７２０度以上８１０度以下及び９８０度以上１
０７０度以下の領域を定める。背景成分２は、上記第４の領域中の複数の周上位置（θ又
はθに対応する時間）を節点として用いて、予め定められた関数群を用いて、第３の領域
及び第４の領域のデータに対して最小二乗法により第２の近似曲線を算出することによっ
て求める。なお、第３の領域は、上述した第１の領域と一致する領域であってもよいし、
異なる領域であってもよい。また、第４の領域は、上述した第２の領域と一致する領域で
あってもよいし、異なる領域であってもよい。節点は、上述したように、スプライン関数
の局所的な曲率（屈曲性）を規定する横軸上の拘束条件を意味する。図４（ｂ）には、背
景成分２を表す第２の近似曲線が点線で示されている。図４（ｂ）の例では、図４（ｂ）
中の「△」で示される位置、すなわちθ＝１０，３０，５０，７０，９０，２７０，２９
０，３１０，３３０，３５０，３７０，３９０，４１０，４３０，４５０，６３０，６５
０，６７０，６９０，７１０，７３０，７５０，７７０，７９０，８１０，９９０，１０
１０，１０３０，１０５０，１０７０度における時間を節点としている。
【００３２】
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　図４（ａ）に示す変位データに対して、上記節点のデータ点を通る３次のスプライン関
数で関数近似を行うことにより、図４（ｂ）において点線で示される第２の近似曲線が算
出される。関数近似する際、第３の領域には節点はなく、第４の領域の複数の節点のみを
用いて関数近似を行い、かつ関数近似に際して行う最小二乗法で用いる第４の領域の重み
係数を１とし、第３の領域の重み係数を０．０１として処理が行われる。このように背景
成分２を算出する際、第１の重み係数を小さくし、かつ第３の領域に節点を定めないのは
、第４の領域における変位データを主に用いて背景成分２を算出するためである。第４の
領域では、トレッド部の接地による変形は小さくかつその変形は周上で滑らかに変化する
ため、タイヤの変形量は周上で小さく、その変化も極めて小さい。これに対して、第３の
領域では、タイヤのトレッド部は接地変形に基づいて大きく変位しかつ急激に変化する。
このため接地変形に基づく変形量は周上で大きくかつ急激に変化する。すなわち、第４の
領域におけるトレッド部の変形量は第３の変形量と対比して概略一定を示す。これより、
第４の領域の２階積分により得られた変位データを主に用いて第２の近似曲線を算出する
ことで、第４の領域のみならず、路面との接地領域を含む第３の領域におけるタイヤの転
動中の変形量を精度よく求めることができる。
　図４（ｂ）には、第４の領域の変位データを主に用いて算出された第２の近似曲線が点
線で示されている。第４の領域では、第２の近似曲線は変位データ（実線）と略一致して
いる。
【００３３】
　最後に、背景成分２として算出された近似曲線を、ステップＳ１１０で算出された変位
データから差し引き、トレッド部の接地変形に基づく変形量の周上の分布が算出される (
ステップＳ１１２ )。
　図４（ｃ）は、図３（ｂ）に示す変位信号（実線）から第２の近似曲算線（点線）を差
し引くことにより算出される、トレッド部の接地変形に基づく変形量の分布を示している
。図４（ｃ）は、トレッド部上の所定の測定位置が周上を回転して変位するときの３回転
分の変形量の分布（３回の接地）を示している。接地のたびに変形量が変化していること
が見られる。
【００３４】
　このようにして算出される変形量は、データ出力部１８において、出力用データとして
まとめられて、ディスプレイ２４や図示されないプリンタに出力される。このような方法
により算出される変形量は、タイヤの有限要素モデルを用いてシミュレーションを行った
ときの変形量と精度良く一致する。
最後に、図４（ｃ）に示すトレッド部における変形量の時系列データについて時間に関し
て２階微分を行うことにより、図３（ｄ）に示す加速度からノイズ成分が除去された、ト
レッド部の変形量に対応した加速度の時系列データ、すなわち、トレッド部の接地変形に
基づく、ノイズ成分を含まない加速度の時系列データ（後述する図５（ａ）参照）が算出
される（ステップＳ１１４）。
　さらに、データ出力部１８では、変形量を用いて転動中のタイヤの接地領域及び接地長
を求めることができる。
【００３５】
　図５（ａ）は、接地領域及び接地長を求める方法を示している。
　まず、ステップＳ１１４によって抽出されたタイヤのトレッド部の接地変形に基づく、
ノイズ成分を含まない加速度の時系列データにおいて、加速度が急激に変化して０を横切
る点が２つ求められる。次に、求められた２つの点に対応する変位データ中の位置が求め
られ、この位置を図５（ａ）に示すように接地前端及び接地後端の位置とする。このよう
に加速度の時系列データが急激に大きく変化する部分を、接地前端及び接地後端と定める
ことができるのは、トレッド部が回転して接地領域に来るとき、または接地領域から出る
とき、タイヤが急激に変形するからである。また、加速度の時系列データが０を横切る位
置を明確に定めることができる。
　なお、図５（ａ）中の下のグラフは、タイヤのラジアル方向及び周方向で表される極座
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標系から、タイヤの上下方向、前後方向で表される直交座標系に変えて書き表したグラフ
であり、接地により変形したタイヤの変形形状を示すグラフである。このグラフ上におい
て、接地前端と接地後端の位置を定めることにより接地長を評価することができる。
　このような方法により算出される接地長は、タイヤの有限要素モデルを用いてシミュレ
ーションを行ったときの接地長と精度良く一致する。
【００３６】
　また、図５（ａ）に示す方法に変えて、図５（ｂ）に示す方法により接地領域及び接地
長を求めることもできる。
　具体的には、図５（ｂ）は、タイヤの接地中心位置を原点としたときの、タイヤの前後
方向の位置をタイヤのトレッド部の外径Ｒで除算して規格化するとともに、タイヤの上下
方向の位置を外径Ｒで除算して規格化して、タイヤの変形形状を表したグラフである。図
５（ｂ）に示されるようにタイヤの変形形状における、上下方向の最下点から上方向に一
定距離δ離れた直線を横切る位置を接地前端に対応する規格化位置及び接地後端に対応す
る規格化位置とする。この規格化位置をそれぞれ求め外径Ｒを乗算することにより接地前
端及び接地後端の位置を求めることができ、これによりタイヤの接地領域及び接地長を求
めることができる。前端位置及び後端位置を定めるために用いる一定距離δは、例えば０
．００１～０．００５の範囲にあることが好ましい。また、最下点から上方向にトレッド
部が離れたときの距離の自乗値が所定の値を横切る位置を接地前端及び接地後端とするこ
ともできる。例えば、上記所定の値は、０ .００００２（ｃｍ 2）～０ .００００５（ｃｍ 2

）の範囲の値であり、好適には０ .００００４（ｃｍ 2）が用いられる。静止したタイヤに
負荷する荷重を変えて接地長を種々調べた測定結果と、上記方法により求めた接地長の結
果は極めて高い相関性を示すことが確認されている。
　図６は、上記方法により求められた接地領域及び接地長の例を示している。図６中の太
線の部分が接地領域を示している。
【００３７】
　上記例はいずれもタイヤのトレッド部のラジアル方向の加速度の計測データを用いてタ
イヤのラジアル方向の変形量を算出するものであるが、本発明においては、タイヤのトレ
ッド部の周方向あるいは幅方向 (タイヤの回転軸に平行な方向 )の加速度の計測データを取
得して、タイヤの周方向あるいは幅方向の変形量を、図２に示す方法により算出すること
もできる。すなわち、本発明のタイヤ変形量算出方法では、タイヤの周方向に対して直交
するラジアル方向の加速度の計測データ、タイヤの周方向の加速度の計測データ及びタイ
ヤの幅方向の加速度の計測データの少なくとも１つの計測データを用いて、タイヤの変形
量を算出することができる。
【００３８】
　図７（ａ），（ｂ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法を用いて取得されたトレッド部
の内周面の変形の軌跡を示した一例のグラフであり、ラジアル方向の加速度と周方向の加
速度を用いて算出されたタイヤの変形量を示している。加速度は、トレッド部の内周面の
センター部分に加速度センサを貼り付けて計測したデータである。
　図７（ａ）の例は、タイヤサイズ２０５／７０Ｒ１５　９５Ｈ、転動速度６０（ｋｍ／
時）、空気圧２００（ｋＰａ）、荷重４（ｋＮ）の条件である。図７（ｂ）の例は、タイ
ヤサイズ２０５／７０Ｒ１５　９５Ｈ、転動速度４０（ｋｍ／時）、空気圧２００（ｋＰ
ａ）スリップ角度０の条件である。図７（ａ），（ｂ）より、スリップ角度が変化するこ
とにより、又荷重が変化することにより変形形状が変化することが見られる。
　一方、図８（ａ），（ｂ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法を用いて取得されたトレ
ッド部の内周面の変形の軌跡を示した一例のグラフであり、周方向及び幅方向の加速度を
用いて算出されたタイヤの周方向変形量及び幅方向変形量を示している。
　図８（ａ）の例は、タイヤサイズ２０５／７０Ｒ１５　９５Ｈ、転動速度６０（ｋｍ／
時）、空気圧２００（ｋＰａ）、荷重４（ｋＮ）の条件である。図８（ｂ）の例は、タイ
ヤサイズ２０５／７０Ｒ１５　９５Ｈ、転動速度４０（ｋｍ／時）、空気圧２００（ｋＰ
ａ）スリップ角度０の条件である。図８（ａ）では、スリップ角度の付与により、セリア
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ル側にタイヤが変形することが見られる。また、図８（ｂ）では、荷重の増大に伴って、
周方向及び幅方向の変形量が大きくなり、タイヤのトレッド部が幅方向のうちセリアル側
に変形していることがわかる。
【００３９】
　このように、タイヤのトレッド部の変形量を、ラジアル方向、周方向及び幅方向のいず
れの方向においても算出することができ、転動中のタイヤの変形形状や軌跡を得ることが
できる。なお、本願発明では、トレッド部の内周面に複数の加速度センサを周上に設ける
ことで、トレッド部の周上の測定点を同時に取得することもできる。さらに、タイヤの幅
方向に複数の加速度センサを設け、幅方向の接地長や接地領域の分布を求めることで、転
動中のタイヤの接地形状を取得することもできる。
　また、本発明で取得する加速度の計測データは、トレッド部の内周面に取り付けた加速
度センサによる計測データのほか、タイヤ内部に埋め込んだ加速度センサによる計測デー
タを用いることもできる。
【００４０】
　以上、本発明のタイヤ変形量算出方法及びタイヤ変形量算出装置について詳細に説明し
たが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種
々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明のタイヤ変形量算出方法を実施する本発明のタイヤ変形量算出装置の一例
を示すブロック図である。
【図２】本発明に係るタイヤ変形量算出方法の流れの一例を示すフローチャートである。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法で得られる信号波形を示すグ
ラフである。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法で得られる信号波形を示すグ
ラフである。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法で行われる接地長の算出方
法を説明する図である。
【図６】本発明のタイヤ変形量算出方法で算出される接地長の一例を示す図である。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法で得られるタイヤの変形形
状を示す図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は、本発明のタイヤ変形量算出方法で得られるタイヤの周方向
及び幅方向の変形量を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　タイヤ
　２　加速度センサ
　３　受信機
　４　アンプ
　１０　タイヤ変形量算出装置
　１２　データ取得部
　１４　信号処理部
　１６　変形量算出部
　１８　データ出力部
　２０　メモリ
　２２　ＣＰＵ
　２４　ディスプレイ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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